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1.ファンドの目的・特色
ファンドの目的

この投資信託は、中長期的な観点から、運用財産の成長をめざして運用を行います。

ファンドの特色

1 投 資 対 象 日本を含む全世界の株式を投資対象とし、長期的な信託財産の成長
を目指します。

2 投 資 戦 略 長期的な利益成長が見込める「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」
に対して、３０～４０銘柄に厳選して投資します。

3 運用チーム 実質的な運用は米国コネティカット州スタンフォードを拠点とする
ファンダメンタル・グロース＆コア株式運用チームが行います。

※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

主な投資制限
1. マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2. 株式の実質投資割合には制限を設けません。
3. 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除く。）の実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の5％以下とします。

4. 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
5. 有価証券先物取引等は、約款に定める範囲で行います。
6. スワップ取引は、約款に定める範囲で行います。
7. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引をいいます。）の利用は行いません。

8. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。

投資者
（受益者）

申込金

分配金
解約金
償還金

投資

損益

投資

損益

ステート・ストリート
世界厳選成長株
ファンド

ステート・ストリート
世界厳選成長株
マザーファンド

 世界各国の株式等 

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞
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ハイクオリティ・イノベーション銘柄とは？

CQが
低い

CQが
高い

ステート・ストリート独自のクオリティ評価である
銘柄確信度（CQ）を用いて、持続可能な成長の
基盤となる企業の質を特定

ハイクオリティ
ステート・ストリート独自のイノベーティブ・スコア
およびスコアには表せないアナリストによる定性評
価により、イノベーションからの寄与が高い企業
を特定

イノベーション

定量評価（イノベーティブ・スコア）

定性評価
主に以下の項目からアナリストがイノベーション
を定性的に評価

主に以下の項目からイノベーションをスコア化し、
定量的に評価

銘柄確信度（CQ）の評価方法
●個別企業に対して5つの項目を1～10で採
点し、その平均値が銘柄確信度（CQ）

●各項目ごとに環境・社会・ガバナンス（ESG）
についても考慮

市場ポジション

持続可能な
競争優位

財務状況

財務モデル
の頑健性

透明性

事業の可視性

マネジメント

リーダーシップ
への確信

ポジティブな
事業トレンド

ファンダメンタルズ
のモメンタム

需要・供給
のパワー
バランス

規制対応代替
可能性参入障壁

生産性
の向上

利益率
の向上

既存市場
の破壊
可能性

新しい市場
の創出
可能性

実績が示すCQの高い有効性

過去15年のCQクラス別のリスク・リターン

15％

10％

5％

0％

30％

20％

10％

0％
最下位
20％

下位
20％

中位
20％

上位
20％

最上位
20％

（期間）2010年1月末～2025年12月末（月次）

リターン（年率、左軸） リスク（年率、右軸）

（注1）各月の当ファンドのリサーチ対象銘柄を各月のCQにより
5段階にクラス分けし、月次でクラス内の個別銘柄のリターン、
リスクを単純平均して算出。

（注2）米ドル・ベース。

※当ファンドの組入銘柄の円の大きさは当ファンドの組入
比率をイメージしたものであり、実際の組入比率とは
異なります。

高CQのイノベーション企業に厳選投資

当ファンドの組入銘柄の特徴（イメージ図）

イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ・ス
コ
ア

高

低
低 高CQ

当ファンドの組入銘柄
当ファンドのリサーチ対象銘柄

当ファンドは、ハイクオリティ、イノベーションに着目し、革新的なビジネス・モデルで市場を切り拓く
リーダー企業を選別、厳選投資します。

※上記は理解を深めていただくためのイメージであり、将来の運用状況・成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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業種を超えたイノベーションテーマを発掘

当ファンドでは長期的な成長が見込まれる注目のテーマから、特に成長期待の高い“イノベーティブ
カンパニー”を厳選しています。

（注１）イノベーションテーマはステート・ストリート独自の分類です。今後、予告なく変更される場合があります。
（注２）組入比率はステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンドの純資産総額を100％として計算しています。ただし、四捨五入の関係上、

合計が100％とならない場合があります。
※上記は2026年3月末時点のステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンドのポートフォリオ概要であり、当ファンドの将来の運用成果
等を示唆あるいは保証するものではありません。

注目のイノベーションテーマ
①半導体

注目ポイント：人工知能（AI）の進化により大規模な成長サイクルへ
・AI関連サービスの普及により、半導体
市場の長期的な成長を期待。
・AI関連サービスの普及とともに、より
速く、正確にデータを処理できる専用
半導体の需要が増加することで半導体
関連企業間において競争力の高まりを
予想。

投資機会：AIの進化を牽引する革新的企業

・AIチップの開発企業
AI関連サービスを導入する世界中の企業からの需要を背景に、AIの高度な計算処理に対する競争
優位性の高まりを期待。
・半導体の受託製造を専門とする企業（ファウンドリー）
AIやスマートフォン向けの高精度な半導体を大量生産するニーズに応える存在として注目。
・半導体設計支援ソフトウェアの開発企業
AIの言語処理や画像認識に使用されているAIチップの開発期間短縮化と設計効率の向上を促進。

（注）カウンターポイントリサーチのAI360部門による最新調査の2025年8月
現在の予測値

（出所）カウンターポイントリサーチのデータを基にステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズ株式会社が作成

世界の半導体売上高予測（単位：10億米ドル）

当ファンドのイノベーションテーマ別組入比率

2024年 2030年
（予測値）

656
1,228

＋87%

フィンテック 7.4%
防衛 1.3%

ソフトウェア 10.3%

エネルギー効率化/
自動化
14.6%

バイオテクノロジー  8.2%

半導体 23.0%
Eコマース
8.0%

インターネット/
モバイルプラットフォーム 12.2%

半導体製造装置 4.5%

医療機器 3.5%

データ活用 7.0%

※上記は投資対象のイノベーションテーマの例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該イノベーションテーマに投資するとは限りません。
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②バイオテクノロジー

注目ポイント：全世界で医療ニーズが長期にわたり増大
・高齢化の進行などにより、難病の慢性
疾患者数の増加懸念。
・急速な人口増加が予測される新興国に
おいて、生活習慣病など継続的な治療が
求められる疾患の増加により病院や医療
機器などの医療体制整備のひっ迫懸念。

投資機会：イノベーションで社会的難題を解決するバイオテクノロジー企業

・バイオ医薬品企業
遺伝子工学やゲノム編集などの先端技術を活用して有効な治療法の限られる疾患に挑み、慢性疾患を
克服する画期的な新薬の開発期待。
・医療機器開発企業
遠隔診断が可能なデジタル診断装置とモバイル管理ツールの提供を通じて、今後の病院や医師の
不足懸念がある新興国を中心に医療サービス体制を拡充。

③エネルギー

注目ポイント：データ通信量の増加で電力・エネルギー市場は大転換期へ
・AIやデジタル化の進展により、データ
通信量の増加に伴うデータセンターへ
の需要の高まりを期待。
・データ通信量の急増は電力消費の加速的
増加につながり、持続可能なエネルギー
供給が大きな課題に。

投資機会：次世代エネルギー市場のリーダー企業

・電力管理の最適化システムを提供するパワーマネジメント企業
大量かつ高速データ処理を行うデータセンターなどに対する最適な電力システムを提供。
・再生可能エネルギー企業
太陽光や風力などのクリーンエネルギーによる発電効率の向上と蓄電技術の活用によって、エネルギー
供給の安定化を促進。

世界の電力消費予測（単位:TWh）

主な難病慢性疾患者数の予想人数

2020年 2030年 2040年 2050年

47,543
39,923

31,987
22,600

世堺の糖尿病患者（注1）

2024年：約 5.8億人
↓+45％増

2050年：約 8.5億人

世界の年間新規
がん患者（注2）

2022年：約 2,000万人/年
↓+77％増

2050年：約 3,300万人/年

世界の認知症患者（注3）

2019年：約 5,700万人
↓+263％増

2050年：約15,000万人

（注）2020年は実績値、2030年以降は各国・地域の発表済みの政策および
誓約に基づくEnerBlueシナリオの予測値（2025年10月現在）

（出所）Enerdataのデータを基にステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ株式会社が作成

（注1）2050年は国際糖尿病連合（IDF）による2025年4月現在の予想人数。
（注2）2050年は米国がん協会（ACS）による2025年6月現在の予想人数。
（注3）2050年は国際アルツハイマー病協会（ADI）による2025年5月現在

の予想人数。
（出所）IDF、ACS、ADIのデータを基にステート・ストリート・グローバル・

アドバイザーズ株式会社が作成

39,923

2倍以上の
増加

※上記の画像はイメージです。

※上記の画像はイメージです。

※上記は投資対象のイノベーションテーマの例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該イノベーションテーマに投資するとは限りません。

5



運用プロセス

※上記の運用プロセスは2026年3月末時点のものであり、今後変更される場合があります。

●より確信度の高い銘柄をピックアップ
●銘柄ごとのリスク/リターン特性、
セクター・国のバランス、流動性等を
考慮し、投資ウェイトを決定

●全世界の株式から流動
性などの市場分析、アナ
リストの知見に基づく定
量分析による初期スク
リーニング

●銘柄確信度（CQ）、ステート・
ストリート独自の詳細な財務
分析モデルを用いてリサーチ
対象銘柄を選定

●リサーチ対象銘柄からバリュエー
ションを考慮しつつ、CQが高い
銘柄を選定
●イノベーティブ・スコア、アナリスト
によるイノベーションに関する定
性評価を用いて投資対象銘柄を
選定

ポートフォリオ構築
30～40銘柄

程度

投資対象：日本を含む全世界の株式
2,500銘柄程度

投資可能銘柄の選定
800銘柄程度

リサーチ対象銘柄の選定
300～400銘柄程度

投資対象銘柄の選定
（ハイクオリティ・イノベーション銘柄群）

100銘柄程度

当ファンドの運用は米国コネティカット州スタンフォードを拠点としているファンダメンタル・グロース＆コア株式運用チーム
が担当します。

概要

運用資産約2.4兆円
運用戦略11戦略
ポートフォリオ･マネージャー8名
平均経験年数32年、
平均勤続年数25年

リサーチ･アナリスト25名＊
平均経験年数23年、
平均勤続年数14年

持続可能な成長の基盤

アルファ獲得の機会

クオリティ

持続可能な成長 合理的な
バリュエーション

クオリティを基盤として、企業の
持続可能な成長を合理的な
バリュエーションで捉えること
でアルファを創出

ジェネラル・エレクトリック社の年金基金として設立し、100年近い歴史を有しています。その
後、GEアセットマネジメントとなり、2016年ステート・ストリートと合併しました。

投資哲学ー3つの柱

※出所：ステート・ストリート、2025年12月末現在、経験年数は2026年1月末時点。
運用資産は1米ドル＝156.56円で換算

＊リサーチ・アナリストのうち2名はポートフォリオ・マネージャーを兼務

モントリオール
スタンフォード

ロンドン

バンガロール
シンガポール

香港

運用チームの拠点

運用チーム②バイオテクノロジー

注目ポイント：全世界で医療ニーズが長期にわたり増大
・高齢化の進行などにより、難病の慢性
疾患者数の増加懸念。
・急速な人口増加が予測される新興国に
おいて、生活習慣病など継続的な治療が
求められる疾患の増加により病院や医療
機器などの医療体制整備のひっ迫懸念。

投資機会：イノベーションで社会的難題を解決するバイオテクノロジー企業

・バイオ医薬品企業
遺伝子工学やゲノム編集などの先端技術を活用して有効な治療法の限られる疾患に挑み、慢性疾患を
克服する画期的な新薬の開発期待。
・医療機器開発企業
遠隔診断が可能なデジタル診断装置とモバイル管理ツールの提供を通じて、今後の病院や医師の
不足懸念がある新興国を中心に医療サービス体制を拡充。

③エネルギー

注目ポイント：データ通信量の増加で電力・エネルギー市場は大転換期へ
・AIやデジタル化の進展により、データ
通信量の増加に伴うデータセンターへ
の需要の高まりを期待。
・データ通信量の急増は電力消費の加速的
増加につながり、持続可能なエネルギー
供給が大きな課題に。

投資機会：次世代エネルギー市場のリーダー企業

・電力管理の最適化システムを提供するパワーマネジメント企業
大量かつ高速データ処理を行うデータセンターなどに対する最適な電力システムを提供。
・再生可能エネルギー企業
太陽光や風力などのクリーンエネルギーによる発電効率の向上と蓄電技術の活用によって、エネルギー
供給の安定化を促進。

世界の電力消費予測（単位:TWh）

主な難病慢性疾患者数の予想人数

2020年 2030年 2040年 2050年

47,543
39,923

31,987
22,600

世堺の糖尿病患者（注1）

2024年：約 5.8億人
↓+45％増

2050年：約 8.5億人

世界の年間新規
がん患者（注2）

2022年：約 2,000万人/年
↓+77％増

2050年：約 3,300万人/年

世界の認知症患者（注3）

2019年：約 5,700万人
↓+263％増

2050年：約15,000万人

（注）2020年は実績値、2030年以降は各国・地域の発表済みの政策および
誓約に基づくEnerBlueシナリオの予測値（2025年10月現在）

（出所）Enerdataのデータを基にステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ株式会社が作成

（注1）2050年は国際糖尿病連合（IDF）による2025年4月現在の予想人数。
（注2）2050年は米国がん協会（ACS）による2025年6月現在の予想人数。
（注3）2050年は国際アルツハイマー病協会（ADI）による2025年5月現在

の予想人数。
（出所）IDF、ACS、ADIのデータを基にステート・ストリート・グローバル・

アドバイザーズ株式会社が作成

2倍以上の
増加

※上記の画像はイメージです。

※上記の画像はイメージです。
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分配方針
毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内とします。

② 分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合には分配を行わない
ことがあります。

③ 留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

〈分配金に関する留意事項〉
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当収入および評価益を含む売買益）を超えて支払われ
る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金
の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資対象とするマザーファンドの概要
█ ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド

運用の基本方針 中長期的な観点から、運用財産の成長をめざして運用を行います。

主要投資対象 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます。）している株式
（預託証書（DR）を含みます。）

投資態度

1. 主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可
能な成長が期待できる銘柄に投資します。

2. ポートフォリオの構築においては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
（以下、ステート・ストリート）が独自に評価している銘柄確信度（CQ）を用いて投資
ユニバースの各銘柄ごとにスコアリングするとともに、アナリストによる徹底した定性
分析を用いて、相対的に持続成長性が高く、割安と判断したクオリティが高い銘柄を
特定します。さらに、特定した銘柄の中からステート・ストリートが独自に算出した
イノベーティブ・スコアおよびアナリストによるイノベーションに関する定性評価を
用いて、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄を特定していきます。

3. 委託会社は運用の指図に関する権限の一部を次の者に委託します。
 商　号：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
 所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市
4. 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
6. 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）
を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含め
るものとします（以下同じ。）。

7. 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取り金利また
は異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ
プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

8. 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。

9. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場
合は、上記のような運用ができない場合があります。
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2.投資リスク
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式等に投資を行いますが、主と

して以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに
帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本
を割り込み、損失を被ることがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび、留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しては
いませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。

基準価額の変動要因

株価変動リスク
株式の価格は、一般に個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守の状況
等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利
変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザー
ファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。

信用リスク
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としているこ
とから、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等
により損失を被ることがあります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履
行または債務不履行等により損失を被ることがあります。

為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産である
ため、当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変
動要因としては、金利変動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的
要因等があります。

流動性リスク

投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするた
めに実質的に保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有
価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待で
きる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは
価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を
被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期
間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合
があり、その場合の借入金利は当ファンドが負担することになります。

投資対象国への
投資リスク

当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会
不安、あるいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響する
ことがあります。また、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税
制、海外からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の
有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性があります。

その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できない
リスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の
申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
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リスクの管理体制

●運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底した
リスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析を行い
ます。コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた
立場で確認しております。投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認すると
ともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。

●委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施
するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

●取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※上記体制は2026年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜参考情報＞代表的な資産クラスと騰落率の比較等

投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に下記のグラフを作成しています。

＜ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移＞
ファンドの年間騰落率：2023年4月～2026年3月
分配金再投資基準価額：2022年4月～2026年3月

＜ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較＞
ファンドの年間騰落率：2023年4月～2026年3月

代表的な資産クラスの年間騰落率：2021年4月～2026年3月

• 上記の左グラフは、ファンドの設定日が2022年4月25日のため、グラフの分配金再投資基準価額は2022年4月末以降のデータ
を表示しています。

• 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは
異なる場合があります。

• 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
• 上記の右グラフは、ファンドと代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の年間騰落率の平均値・最大値・最小値を表示
しています。

• 代表的な資産クラスの全てが当ファンドの投資対象とは限りません。また、海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定
して円換算しています。
※上記のグラフは過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

※代表的な資産クラスを表す指数については、13ページにてご確認ください。
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3.運用実績
（2026年3月31日現在）

基準価額・純資産の推移
＜基準価額・純資産総額＞
基準価額 15,244円
純資産総額 1,631百万円

分配の推移
決算期 分配金

第1期（2023年3月10日） 0円
第2期（2024年3月11日） 1,000円
第3期（2025年3月10日） 1,000円
第4期（2026年3月10日） 1,000円

設定来累計 3,000円
※分配金は1万口当たりの税引前の金額です。

※ 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。
　分配金再投資基準価額は税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

主要な資産の状況
（マザーファンドのデータを表示しています。）
＜銘柄別投資比率＞
国／地域名 種類 銘柄名 投資比率 国／地域名 種類 銘柄名 投資比率

1 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 7.46% 6 アメリカ 株式 APPLIED MATERIALS 4.06%
2 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C 6.61% 7 韓国 株式 SK HYNIX INC 3.60%
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5.65% 8 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 3.21%
4 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP 5.63% 9 台湾 株式 WIWYNN CORP 3.14%
5 アメリカ 株式 AMAZON COM INC 4.38% 10 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-A 3.05%

（注）  投資比率は、マザーファンド純資産総額に対する各評価金額の比率で、上位10銘柄について記載しています。

＜種類別及び業種別投資比率＞
種類 国内／外国 業種 投資比率
株式 国内 電気機器 2.60%

外国 半導体・半導体製造装置 25.22%
ソフトウェア・サービス 13.57%
資本財 10.06%
メディア・娯楽 9.65%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.56%
一般消費財・サービス流通・小売り 5.94%
金融サービス 5.67%
商業・専門サービス 3.21%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.14%
ヘルスケア機器・サービス 2.84%
公益事業 2.42%
運輸 1.45%

小計 94.32%
投資証券 外国 － 3.21%

合計 97.53%
（注１）  投資比率は、マザーファンド純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）  2026年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。

年間収益率の推移（暦年ベース）

※2022年のファンドの年間収益率は設定時から年末まで、2026年は3月末までで算出しています。
※年間収益率の推移は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ファンドにはベンチマークはありません。

●上記の運用実績は、過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。
●最新の運用実績は委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。
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4.手続・手数料等
お申込みメモ
購 入 単 位 販売会社が定める単位にて受付けます。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位にて受付けます。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

原則として、申込日が米国の証券取引所または銀行の休業日に該当する日には、購入・換金
のお申込みの受付を行いません。

申 込 締 切 時 間 原則として、販売会社の毎営業日の午後3時30分までとします。なお、販売会社によっては
受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入の申込期間 2026年6月11日から2027年6月10日まで
※申込期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の
中止および取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国に
おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、
戦争、天災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに
関する障害等）があるときは､委託会社の判断により、購入・換金の申込受付の中止および
取消しを行う場合があります。

信 託 期 間 無期限（信託設定日：2022年4月25日）

繰 上 償 還
受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場
合、受益者のため有利であると認める時、またはやむを得ない事情が発生した時は、償還す
ることがあります。

決 算 日 毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
年1回の決算時に収益分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、委託会社の判断に
より分配を行わない場合があります。
※ 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよび
コース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

信託金の限度額 ファンドの信託金限度額は、1兆円です。

公 告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 毎決算時および償還時に委託会社は交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れて
いる受益者に対して提供等を行います。

課 税 関 係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の
適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象
ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）の率を乗じて得た額
を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。

換 金 時 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率1.683％（税抜1.53％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期間末（当日
が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了のときに、信託財産中から支払います。
〈信託報酬率の配分（税抜）〉

支払先 信託報酬率 （年率） 役務の内容

委託会社 0.75％ 委託した資金の運用、受託会社への指図、基準
価額の算出、法定書面等の作成等の対価 

販売会社 0.75％ 運用報告書等各種書類の提供等、口座内での
ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
の対価

※ 委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する一部権限の委託先への報酬が含まれて
います。

その他の費用・
手 数 料

その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
• 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
• 外国での資産の保管等に要する費用
• その他信託事務の処理に要する諸費用
• 投資信託振替制度に係る手数料および費用
• ファンドの監査にかかる費用等

上記の手数料等の合計額等については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することは
できません。

税金
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分 配 時 所得税および
地 方 税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換 金（ 解 約 ）
および償還時

所得税および
地 方 税

譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※上記は、2026年3月末現在のものです。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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（参考情報）ファンドの総経費率
直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①＋②） 運用管理費用の比率① その他費用の比率②
1.98% 1.69% 0.29%

※対象期間は2025年3月11日～2026年3月10日です。
※ 上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は
含まれていません。）です。平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

█「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数
日本株：TOPIX（東証株価指数、配当込み） 
TOPIX（東証株価指数、配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式
会社JPX総研の関連会社に帰属します。

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出
した指数で、配当を考慮したものです。なお、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として
算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

日本国債：NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確
に表すために開発された投資収益指数です。なお、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデュー
シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。

先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関する
すべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、J.P.Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国
が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan 
Securities LLCに帰属します。
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